
すべての飲食店に消火器の
設置が義務付けられます 

 

  飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第１０    

 条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。 

 １ 建物の延べ面積が１５０㎡未満 

    ※建物全体の面積が150㎡以上のものは、従前から設置が必要です。 

 ２ 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を 

   使用する設備又は器具を設けている。 

    ※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、 

     防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など）が講じられている場合は、 

     消火器の設置が必要ありません。 

 

 平成２８年１２月２２日に新潟県糸魚川市で発生した大規
模火災を受け、今まで消防法令で消火器の設置義務の無かっ
た延べ面積１５０㎡未満の飲食店にも令和元年１０月１日か
ら消火器の設置が義務付けられます。 

 
  今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法 
 第１７条の３の３に基づき６か月ごとに点検し、１年に１回消防 
 署に報告することが義務となります。 



 
 消火器の不正な訪問販売や点検による高額の請求の被害に遭わない
よう、ご注意ください。 
 ＜被害に遭わないための注意点＞ 
 ・消防職員や消防団員が消火器などの訪問販売（斡旋を含む）をすることは 
 ありません。 
 ・点検業者が来たときは、契約業者かどうか確認し、身分証明などの提示を 
 求める。 
 ・安易に書類などにサインしたり、押印をしない。 
 ・不正を感じたらはっきりと購入・点検を拒否する。 
 ・相手が脅迫的な行動に出た時には、警察（１１０番）に通報する。 
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